
畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

令
和
五
年
七
月
十
一
日

奈
良
県
知
事

山

下

真

奈
良
県
条
例
第
四
号

畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令
和
四
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
五

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
を
第
七
条
と
し
、
第
四
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
畜
産
業
用
車
庫
等
の
用
途
に
供
す
る
畜
舎
等
の
敷
地
が
接
す
る
道
路
）

第
五
条

都
市
計
画
区
域
内
に
お
け
る
畜
産
業
用
車
庫
等
（
敷
地
内
の
畜
産
業
用
車
庫
、
農
林
水
産
省

関
係
畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
三
年
農
林
水
産
省
令
第

六
十
九
号
）
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
（
同
号
に
規
定
す
る
畜
産
経
営
に
必
要
な
車
両
の
保
管

の
目
的
の
た
め
に
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
令
第
二
条
第
七
号
に
掲
げ
る
施
設
（
同
号
に

規
定
す
る
家
畜
排
せ
つ
物
の
処
理
又
は
保
管
の
た
め
に
必
要
な
車
両
の
保
管
の
目
的
の
た
め
に
使
用

す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

畜
舎
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
用
途
に
供
す
る
畜
舎
等
の
敷
地
に
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
道
路
へ
畜
産
業
用
車
両
（
同
令
第
六
十
三
条
第
八
号
ホ
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
が
定
め

る
車
両
を
い
う
。
）
が
出
入
り
す
る
出
入
口
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
。

一

道
路
の
交
差
点
若
し
く
は
曲
が
り
角
か
ら
五
メ
ー
ト
ル
以
内
又
は
勾
配
が
六
分
の
一
以
上
の
道

路
二

公
園
、
小
学
校
、
幼
稚
園
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
出
入
口
か
ら
十
メ
ー
ト
ル
以
内
の

道
路

（
畜
産
業
用
車
庫
等
の
前
面
空
地
）

第
六
条

都
市
計
画
区
域
内
に
お
い
て
畜
産
業
用
車
庫
等
の
用
途
に
供
す
る
畜
舎
等
か
ら
道
路
へ
出
入

り
す
る
場
所
に
は
、
前
面
道
路
の
通
行
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
道
路
境
界
線
か
ら
一
メ
ー

ト
ル
以
上
後
退
し
た
空
地
又
は
空
間
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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